
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年６月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年６月１９日（日） ０２時３０分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴市竜 宮
りゅうぐう

浜
はま

漁港小橋
おばせ

地区西方沖 

 舞鶴市所在の小橋港沖第２防波堤灯台から真方位３０８°１０５ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３３.８′ 東経１３５°２３.８′） 

事故調査の経過  平成２３年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 三
み

嘉
よし

丸、９.５２トン 

   ＫＴ２－８５３（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.９５ｍ（Lr）×３.３７ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数６５、昭和５７年６月５日 

Ｂ 瀬渡船 第八浜
はま

凪
なぎ

丸、７.５１トン 

   ＫＴ２－８１５（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.４９ｍ（Lr）×３.２０ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５４年６月２６日 

   最大搭載人員（遊漁する間） 旅客２９人、船員１人計３０人 

 乗組員等に関する情報 Ａ 無人 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年３月１０日 

    免許証交付日 平成１９年２月２２日 

           （平成２４年６月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に破口 

Ｂ 左舷船首部に破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、竜宮浜漁港小橋地区の小橋港沖第２防波堤（以下「第２防波

堤」という。）の西方約１３０ｍ沖に設置された石を重りにした係留ブイに

船首から長さ約１５ｍの係船索をとり、無人で灯火を点灯せずに船首を西

方に向けて係留していた。 

 Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、磯釣り客１６人を乗せ、マスト灯、両

舷灯及び船尾灯を表示し、平成２３年６月１９日０２時２８分ごろ、第２

防波堤の南方約２５０ｍにある竜宮浜漁港三浜地区の桟橋から出港したの

ち、若狭湾の舞鶴市小島に向かった。 

 船長Ｂは、操舵室で立って手動操舵に当たり、約１０ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で航行し、サーチライトを照射して右舷前方の
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第２防波堤を確認したところ、第２防波堤上で多数の釣り人がアオリイカ

を釣っており、同防波堤付近に電気浮きが見えたので、いつもより左方に

寄って同防波堤とＡ船との間を北進しようとした。 

 船長Ｂは、サーチライトを照射しながら右舷前方の第２防波堤に注意を

向けて航行中、第２防波堤の南端付近に並行して約１２kn に増速後、間も

なく、０２時３０分ごろ衝撃を受けてＡ船と衝突したことを知った。 

 船長Ｂは、釣り客に負傷者がいないことを確認したのち、左舷船首部の

破口から浸水していたので、三浜地区へ帰港した。 

 船長Ｂは、海上保安庁などへ通報を行わずにいたところ、磯釣り客から

海上保安庁への通報があった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波 なし 

 その他の事項  第２防波堤は、南北に築造されていた。 

 船長Ｂの家族は、本船を使用して遊漁船業を営むため、遊漁船業の適正

化に関する法律に基づき、京都府に遊漁船業者の登録をしており、平成１

５年１０月７日京都府知事に対して業務規程の届出をしていた。また、同

業務規程によれば、船長Ｂほか１人が遊漁船業務主任者に選任されてい

た。 

 また、船長Ｂは、海上運送法第１０条の３第１項及び同法施行規則第７

条の３の規定（又は同法及び同施行規則に基づく各事業の準用規定によ

り）により安全管理規程を作成し、平成２２年８月１２日近畿運輸局長宛

に届出をしていた。 

 Ｂ船の業務規程及び安全管理規程には、海難が発生した場合、船長（及

び業務主任者）は、速やかに海上保安機関に通報するように定められてい

た。 

 船長Ｂは、いつものようにレーダーを３海里（Ｍ）レンジとして作動さ

せていたが、距離レンジを１.５Ｍレンジ以下にして使用したことがなく、

竜宮浜漁港付近を航行するときには、レーダーを見ていなかった。 

 船長Ｂは、Ａ船が朝方のみ出港して定置網漁業に従事する漁船であり、

夜間には本事故発生場所でＡ船が係留ブイに係留されていることを知って

おり、ふだん、夜間航海のときには、サーチライトを照射して第２防波堤

及びＡ船を確認し、その間を北進していた。 

 磯釣り客は、船首甲板に２人及び船尾甲板に１４人が乗船していた。 

 船長Ｂ及びＢ船の磯釣り客１６人は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、竜宮浜漁港小橋地区西方沖において、

無人で灯火を点灯せずに係留ブイに係留中、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、竜宮浜漁港小橋地区西方沖を北進中、

船長Ｂが、第２防波堤とＡ船との間を航行しよう

とした際、右舷前方の第２防波堤のみに注意を向

け、Ａ船に対する適切な見張りを行っていなかっ

たことから、Ａ船に向首していることに気付かず
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に航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、竜宮浜漁港小橋地区西方沖において、Ａ船が無人で灯

火を点灯せずに係留ブイに係留中、Ｂ船が北進中、船長Ｂが、第２防波堤

とＡ船との間を航行しようとした際、右舷前方の第２防波堤のみに注意を

向け、Ａ船に対する適切な見張りを行っていなかったため、Ａ船に向首し

ていることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・一方向のみに注意を向けず、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・レーダーの距離レンジを近距離レンジに切り替えるなどして有効に使

用すること。 

 




